
            

 

６月１日（日）から６月７日（土）は「ＨＩＶ検査普及週間」です。  
 

エイズとは、ＨＩＶというウイルスに感染して起こる病気です。 
令和５年に国内で新たに報告されたＨＩＶ感染者、エイズ患者は 960 件（確定値）で、香川県

では令和５年に５件、令和６年に５件（速報値）が報告されています。 
ＨＩＶに感染しても、自覚症状のない時期（無症候期）が数年続きます。感染を早期に発見し

治療をすることで、エイズ発症を予防したり遅らせたりすることが可能ですが、現状では、診断
時には既にエイズを発症している事例が約 3 割を占めています。感染拡大を防いだり、感染者の
発症を遅らせるためには、早期発見が大切です。 

そこで、ＨＩＶ（エイズ）検査の浸透・普及を図るため、平成 18 年度から、厚生労働省・公益
財団法人エイズ予防財団の主唱により 「ＨＩＶ検査普及週間」 が創設されました。 

香川県でも、ＨＩＶ検査普及週間に合わせ、下記のとおり、臨時の検査を保健所で実施します。
普段、検査が受けられない方も、是非、この機会に検査を受けてください。 

★検査は匿名・無料で受けることができますが、予約が必要です。 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

保健所 連絡先 実施日 時間 

東 讃 保 健 所 0879-29-8261 
①６月１１日 （水） 

②６月１２日（木） 

①９：００～１１：００ 

②１３：２０～１５：００ 

高 松 市 保 健 所 087-839-2870 ６月 ５日 （木） １３：２０～１８：４０ 

中 讃 保 健 所 0877-24-9962 ６月 ３日 （火） １４：００～１７：００ 

西 讃 保 健 所 0875-25-2052 ６月 ４日 （水） １７：００～１８：４０ 

小 豆 保 健 所 0879-62-1373 ６月 ５日 （木） １０：００～１２：００ 

 

香川県健康福祉部感染症対策課 TEL：087－832-3304 

香川県のHIV感染症やエイズに関する情報は 

（「香川県感染症情報」で検索）「エイズ・性感染症」に掲載しています。 

「ＨＩＶ検査普及週間」のお知らせ 
令和７年度 

ＨＩＶ検査普及週間におけるＨＩＶ臨時検査を実施中 
・検査結果は約 1～２週間後になります。 
・HIV 抗体検査と同時に、梅毒検査を受けることも可能です。 
・すべての保健所において、事前予約が必要です。 

電話または各保健所のホームページ上の WEB（一部の保健所）から予約が可能です。 
 ・正しい検査結果を得るため、感染の心配がある出来事から HIV 感染症は 3 か月、梅毒

1 か月以上経過してからの検査が推奨されています。 


